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                    中之条町教育研究所　 教育支援センター『虹』
 □開設 平成３０年　４月　１日          

 □代表者職氏名 所長　山口　暁夫  
□所在地 〒 　 　　　　　　　　　　　　        377-0414  

 　　　　　　　　　　吾妻郡中之条町大字平 番地2138
  　　　 (旧名久田小学校）      

  □電話／ＦＡＸ　 ( )TEL 0279  26 - 3661
FAX 0279  26 - 3661　　　　　　　　 ( )

 

 

 １　運営の目的
（１）中之条町立小学校及び中学校に在籍す

社会的　　る学校不適応児童生徒に対して、

を行うために「中之条　　自立に向けた支援

 　　町教育支援センター 虹 を設置する『 』」 。

 

（２）教育支援センター「虹」は、中之条町

　　教育委員会が管内の小中学校との連携の

　　もとに、教育相談、集団生活への適応指

 　　導等を組織的・計画的に行う。

 

 ２　令和８年度職員の構成・分担

職員 業務内容 
所長（教育長） １ 総括  
担当指導主事 １ 渉外・指導全般    

 センター長 １ 通室者への指導      
指導員 ３ 教育相談          

 

 ３　入室対象及び受け入れ状況
 （１）入室対象

　　　不登校または不登校傾向の中之条町在

　　住の児童生徒で、本人及び保護者が入室

、 、　　を希望し 在籍の学校長が申し出た者で

　　入室審査会にて入室が適切と認められた

 　　者。

 （２）受け入れ状況（令和７年度）

 　　小学生１６名　中学生１２名　計２８名

 

 ４　開設状況
 （１）開設日時

 　　学校の休業日を除く月曜日～金曜日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （２）開設期間

 管内小中学校の授業日に準ずる

 （３）日時程

　　入室を希望する児童生徒との面談及び実

 　　態によって適切な時程を作成する。

 ※「勉強タイム」は必須で設定する    
 （４）主な行事予定

　　入室を希望する児童生徒との面談及び実

　　態に応じて、適宜安全に配慮した上で野

 　　外観察や野外活動を取り入れる。

 今年度は、下記の行事を実施予定    

月 行　事　予　定  
ペアレント・トレーニング（春）③④　４月

ペアレント・トレーニング（春）⑤⑥  ５月
   ６月 ペアレント・トレーニング（夏）①②

おしゃべり会①

ペアレント・トレーニング（夏）③④  ７月
ペアレント・トレーニング（夏）⑤⑥  ８月
ペアレント・トレーニング（秋）①②  ９月

 １０月 ペアレント・トレーニング（秋）③④

おしゃべり会②

ペアレント・トレーニング（秋）⑤⑥１１月

１２月

１月  
２月 おしゃべり会③  
３月  

 　※他に体験教室（折紙、木工等）を予定

 

 ５　入室・退室の進め方
 （１）入室の手続き

　①　入室を希望する児童・生徒の保護者は

　　在籍の学校長に教育支援センター「虹」

 　　入室願いを提出する。

②　入室願いの提出があった在学校の校長  
　　は、教育支援センター「虹」の入室申請

　　書に入室願いの写し及び個人調査票を添
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 　　えて教育研究所長に提出する。

　③　教育研究所長は、入室の申請があった

　　ときは、入室審査会に諮り審査を行う。

　　入室審査会の構成は 町教育研究所長 教、 （

　　育長 、こども未来課長、担当指導主事）

 　　とする。

④　③の審査の結果、入室を認めた場合、  
　　速やかに在学校の校長、保護者に入室の

 　　承諾を通知する。

 

 ※参考〈入室までの流れ〉

 

 保護者の相談受付 
 

 相　談

 ※教育支援センター見学・面談・体験等

 ↓                   
 ①保護者（入室願いの提出）

 ※入室願いを在籍学校長へ提出する。

↓                   
 ②学校（入室申請書、入室願いの写し 

　個人調査書）を所長に提出する。 
 ↓                   

 ③教育委員会（入室審査会）

※所長（教育長 、こども未来課長、担当指）

 　導主事で入室について協議する。

↓                   
 ④審査の結果を在学校の校長、保護者に 
 　通知する。入室を許可する場合は、速 

　やかに連絡する。 
 ↓（入室連絡）                   

 保　護　者

 

 （２）退室の手続き

退室については、入室児童・生徒が学      
　　校への登校が可能になった場合や小・中

 　　学校の卒業となった場合とする。

 

 ６　学校、家庭及び関係機関との連携
 （１）学校との連携

　◇　入室している児童・生徒について、教

　　育支援センター「虹」状況報告書を定期

　　的（毎月）に在籍学校長に報告する。ま

　　た、入室児童・生徒の教室での様子につ

　　いて、担任や生徒指導担当、養護教諭及

　　び特別支援教育コーディネーター等と情

 　　報交換を実施する。

　◇　定期的または随時入室している児童・

　　生徒の在籍学校の学級担任、養護教諭、

　　生徒指導担当、特別支援教育コーディネ

　　ーター、スクールカウンセラー、スクー

　　ルソーシャルワーカー、管理職（校長、

　　教頭）との情報交換等により該当児童生

　　徒の実態を理解すると共に指導方針の共

 　　有化を図る。

◇　入室児童・生徒に再登校の兆しが見え  
　　てきた場合は、在籍学校との連携を密に

　　し、特に学級担任とは、情報交換を丁寧

、 、　　に行い 児童・生徒の気持ちに寄り添い

 　　登校を支援する。

 （２）家庭との連携

　◇　随時保護者面談・電話相談を行う。ま

　　た、場合によっては、家庭訪問を実施す

 　　る。

 （３）関係機関との連携

◇　スクールカウンセラー、スクールソー  
　　シャルワーカーとは、定期的に情報交換

 　　を行う。

◇　上記以外に、入室児童・生徒の実態に  
　　応じて、学校と連携を図りながら、関係

　　機関に相談するなど、問題の解決に努め

 　　る。

 

 ７　特色ある活動
◇　閉校した学校を活用した教育支援セン  
　　ターなので、学校の雰囲気を味わいなが

。 、　　ら種々の取り組みが可能である 例えば

　　図工室での創作活動や体育館での軽スポ

　　ーツ等、対象児童・生徒の興味・関心に

 　　沿った活動を行うことが可能である。

また、緑あふれる静かな環境を生かし      
　　て、花壇整備や作物の育成、自然観察等

 　　の活動をすることも可能である。

◇　ペアレントトレーニングの実施　　　  
 ◇　おしゃべり会「虹」の実施  

※不登校傾向児童生徒の保護者を対象

 　にした談話会

（ 、 、  ◇　外部講師による体験教室 折紙 木工
　　 スポーツチャンバラ、ネイチャーゲー 
　　 ム等）の実施 


